
議案第４２号 

岩倉市都市計画税条例の一部改正について 

岩倉市都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるもの

とする。 
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岩倉市都市計画税条例の一部を改正する条例 

岩倉市都市計画税条例（昭和４６年岩倉市条例第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第４項の前の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和２

年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「加算した額」を「加

算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税

の課税標準額）」に改める。 

附則第５項及び第６項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」

を「令和４年度分及び令和５年度分」に改める。 

附則第７項及び第８項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第９項の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、同項中「平成３０年度から令和２年度

まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に、「得た額）」を「得た額。

以下この項において同じ。）」に、「得た額を」を「得た額（令和３年度分の

都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）を」に改め

る。 

附則第１１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か

ら令和５年度まで」に、「加算した額」を「加算した額（令和３年度分の都

市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」に改める。 

附則第１２項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令

和４年度分及び令和５年度分」に改める。 

附則第１６項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

３号）附則第２２条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第 号）附則第１４条第１項」に、「平成３０年度から令和２年度

まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例による改正後の岩倉市都市計画税条例の規定は、令和３年度

以後の年度分の都市計画税について適用し、令和２年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 


